
警 察 署 協 議 会 会 議 録

名 称 大 阪 府 平 野 警 察 署 協 議 会

開催日時 令和５年２月１７日（金） 午前１０時００分から

午前１１時００分までの間

開催場所 大阪府平野警察署 講堂

又野会長 福井副会長 髙野委員 中村委員 田中(保)委員、

出 委 員 矢野委員 村瀬委員 森委員 藤原委員 大野委員

田中(義)委員 秦委員 白神委員 大園委員

席

署長 副署長 総務課長 留置管理課長 会計課長 生活安全課長

者 警 察

地域課長代理 刑事課長 交通課長 警備課長 広聴相談係長

１ 会長あいさつ

皆さま本日は御多忙中にもかかわらず御出席頂き誠にありがとうござ

います。

大阪府警では例年春と秋に人事異動があり、今年の春の異動も近々あ

るとお聞きしております。

何かと慌ただしい時節柄ですが、安心して暮らせる街づくりのため、

引き続きよろしくお願い申し上げます。

我々も平素の警察活動を理解し、その上で住民の意見などを警察にお

議 事 概 要 伝えし、警察と地域住民との橋渡しとしての役割を果たしたいと考えて

おります。

どうぞよろしくお願い致します。

簡単ではございますが開会のご挨拶とさせていただきます。

２ 署長あいさつ

本日はお寒い中、来て頂きましてありがとうございます。

新型コロナの感染者も千人を割る感じで推移しておりますが、完全な

終息と言える状況ではありません。

皆様もくれぐれも感染には気を付けていただきたいと思います。

本日は生活安全課長、地域課長から平野警察署管内の情勢についてお

話させていただきますが、今後に向けても良い御報告ができますよう署
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員一丸となって犯罪抑止、交通事故抑止に努めて参りたいと思いますの

で何卒よろしくお願いします。

３ 業務報告等（課長等説明）

(1) 地域課

地域警察から見た平野警察署管内の現状について

(2) 生活安全課

平野警察署管内の人身安全関連事犯の発生状況について

４ 議事

(1) 「自転車用ヘルメットの着用」について

【委員】

４月から自転車に乗る際にヘルメットが必要ということですが、被

らなかった場合には罰則があるのでしょうか。

【警察】

自転車用ヘルメットの着用は努力義務ですので、

罰則はありません。

(2) 「特殊詐欺の犯人グループが利用する名簿」について

【委員】

特殊詐欺の犯人グループが持っている名簿に自分の名前が載せられ

議 事 概 要 ていないか教えてもらうことはできますか。

【警察】

電話での問い合わせにはお答えしかねますが、生活安全課まで来て

いただいて身分確認ができればお答えします。

また名簿に載せられていた方については、警察側から積極的に訪問

をして、無事の確認や防犯指導を行ったりもしています。

(3) 「駐車取締り」について

知人が納品のために車から離れた数分の間に駐車違反の取締まりを

受けたが、移動するように声を掛けてやるとか、そういった対応をし

てやることはできないか。

【警察】

直ぐに運転できる状態にあれば取締りを受けることはないが、そう

でなければ駐車違反となってしまいます。

一部の者にだけ便宜を図るといった取締りをしていては公平性を欠

くことになるので御理解願います。
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